
行政経営会議 事案書 

開催日：令和５年１０月２５日（水） 

担当課：総合計画担当 

件  名：健康都市やまと総合計画・前期基本計画の延伸について 

提出理由：健康都市やまと総合計画・前期基本計画を延伸するにあたり、その内容について了承を

得るため 

内  容： 

１．背景 

・現市長は、選挙や所信表明において、市民が幸

せを実感できる大和市を目指すことのほか、防

災、教育、福祉、地域経済等の面で新たなまち

づくりの方針を示した。 

・この方針は、市の政策及び施策全般に関わって

おり、大和市の将来都市像や政策の方向性を示

す基本構想も見直す必要があるため、新たな総

合計画（以下「新総合計画」と言う。）を策定す

ることとなった。 

・また、新総合計画を可能な限り早く市民に示せ

るよう、2025年度（令和 7年度）からの計画期

間開始を目指すこととなった。 

・その新総合計画の計画期間に対し、健康都市や

まと総合計画（以下「現総合計画」と言う。）の

前期基本計画の計画期間は 2023 年度（令和 5

年度）までのため、2024年度（令和 6年度）に

おける対応が必要となる。 

 

２．基本的な考え方 

・2024年度（令和 6年度）における基本計画に係

る対応として、前期基本計画に示す施策等を継

続するとしたうえで、その計画期間を 1年間延

伸する。 

・延伸に伴う改訂としては、目標年次の変更と成

果を計る主な指標（以下「指標」と言う。）の最

終目標値の再設定（2024年度の目標値の設定）

のみを行い、取り組み方針等は変更せず、計画

の継続性が保たれるようにする。 

 

 

・また、計画書については、前期基本計画の別冊

との位置付けで、目標年次及び指標の一覧表

（現状値、目標値、目標値の設定理由等）を記

載したものを作成する。 

 

３．計画期間の延伸に伴う改訂の内容 

(1)目標年次 

・延伸する期間に合わせ、目標年次は 2024 年度

（令和 6年度）とする。 

(2)成果を計る主な指標 

・前期基本計画の継続性が保たれるよう、現総合

計画策定時点（平成 31 年 2 月）における考え

方に基づき最終目標値（2024年度の目標値）を

設定することを基本とするとともに、必要に応

じて設定理由を修正する。 

 

４．個別計画における対応について 

・現総合計画の下に位置付けられている個別計

画のうち、2023年度（令和 5年度）中の改定・

見直しを予定していたものについて、計画期間

の延伸、指標の再設定、記載内容の修正等、前

期基本計画の延伸に応じた対応を実施する。 

・ただし、特段の理由がある場合は、新総合計画

策定後に新総合計画との整合性について検証

し、必要であれば記載内容を見直す等の対応を

行うことを前提としたうえで、前期基本計画の

延伸によらず 2023 年度（令和 5 年度）中の改

定・見直しを実施する。 

経  過 

R5. 5 新市長就任 

R5. 8 総合計画審議会（以下「総計審」と言

う。）に対する前期基本計画延伸及び新

総合計画策定についての説明 

今後の予定 

R5.10 前期基本計画の延伸 

（参考） 

R6. 4 庁議（新総合計画の基本構想骨子案） 

総計審（新総合計画の基本構想骨子案の諮問） 

R6. 7 総計審（答申） 

R6.10 庁議（新総合計画の基本構想等の素案） 

R7. 2 意見公募手続等の実施 

R7. 3 議決（新総合計画の基本構想） 

 

 


